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平成２８年５月１７日 

各  位 

会社名  東 芝 機 械 株 式 会 社 

代表者名 取 締 役 社 長  飯村 幸生 

                             （コード番号６１０４ 東証第１部） 

問合せ先 執行役員 総務部長 小川 和也 

                            （ＴＥＬ ０５５－９２６－５１４１） 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について 

 

 

当社は、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する大量買付行為を防止するため、「当社株式の大

量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「現防衛策」といいます。）を平成１９年に導入し、平

成２２年６月２５日開催の第８７回定時株主総会および平成２５年６月２６日開催の第９０回定時株主総

会における承認に基づき更新いたしましたが、平成２８年３月期の定時株主総会終結の時をもって、その

有効期間が満了いたします。 

これに伴い、当社は、現防衛策満了後の社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる動向および議論の

進展に鑑み現防衛策の更新につき検討を行ない、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観

点から、現防衛策の有効期間満了に先立ち、本日開催の取締役会において、平成２８年６月２４日開催予

定の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に現防衛策を継続することと決議いたしました

のでお知らせいたします。 

現防衛策の更新にあたっては、大量買付者が大量買付ルール（後記３．（１）に定義されます。）を遵守

した場合における対抗措置の発動の判断基準について、より限定的な定めとするため、買付の条件（対価

の価額・種類、買付時期、買付方法の適法性、買付実行の実現可能性）等が当社の企業価値の本質に鑑み

著しく不十分または不適切な買付行為とする見直しを行ないましたが、実質的内容に大幅な変更はありま

せん。 

なお、当社は、上記取締役会において、現防衛策の継続に関する承認決議を本定時株主総会に提出する

ことを、出席した取締役（社外取締役２名を含む。）全員の賛成により決定いたしました。また、上記取締

役会に出席した監査役（社外監査役２名を含む。）全員が、現防衛策の継続に賛同する旨の意見を述べてお

ります。 

また、本日現在、当社株券等の大量買付行為に係る打診、申入れ等はございません。 

 

※ 平成２８年３月３１日現在における当社の大株主の状況は、別紙４のとおりです。 
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当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策） 

 

１． 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は上場会社として、特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える大量買付提案が

あった場合、それを受け入れるか否かは、 終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと認識

しております。 

しかしながら、実際にこのような大量買付行為が行なわれる場合、大量買付者から必要かつ十分な情

報の提供なくしては、当該大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を、株主

の皆様に適切にご判断いただくことは困難であります。また、株式の大量買付行為の中には、経営を一

時的に支配して当社の有形・無形の重要な経営資産を大量買付者またはそのグループ会社等に委譲させ

ることを目的としたもの、当社の資産を大量買付者の債務の弁済等にあてることを目的としたもの、真

に経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ高値で当社株式を当社やその関係者に引き取らせる

ことを目的としたもの（いわゆるグリーンメイラー）、当社の所有する高額資産等を売却処分させる等し

て、一時的な高配当を実現することを目的としたものなど、当社が維持・向上させてまいりました当社

の企業価値および株主共同の利益を毀損するものがあります。 

つきましては、当社は、大量買付者に株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提供させること、

さらに大量買付者の提案が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響について当社取締役会が

評価・検討した結果を、株主の皆様に当該提案をご判断いただく際の参考として提供すること、場合に

よっては当社取締役会が大量買付行為または当社の経営方針等に関して大量買付者と交渉または協議を

行なうこと、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示することが、当社

取締役会の責務であると考えております。また、当社は、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損

するような大量買付行為に対しては、大量買付者による情報提供、当社取締役会による評価・検討とい

ったプロセスを確保するとともに、当社の企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止す

るため、大量買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、当社取締役会としての責務であると考

えております。 

以上のような見解に基づきまして、当社取締役会としては、大量買付行為が前記の見解を具体化した

一定の合理的なルールに従って行なわれること、また、当社取締役会が企業価値および株主共同の利益

を毀損する大量買付行為を阻止するための対抗措置を講ずることが、当社および株主共同の利益の維

持・向上に合致すると考えております。 

 

２． 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他会社支配に関する基本方針の実現に資する特

別な取組み 

当社は、以下の経営方針およびそれを具現化する中期経営計画を実行することが、当社の企業価値お

よび株主共同の利益を維持・向上するものと考えております。 

（１）当社の経営方針 

当社グループは、①常に変化の先頭に立つ、②商品力の強化、③CSR（企業の社会的責任：Corporate 

Social Responsibility）・コーポレートガバナンスの強化の 3つを柱として経営を推進しております。 

① 常に変化の先頭に立つ 

当社グループの主力商品（成形機、工作機械など）の提供先となる産業界においては、グローバ

ル規模で日々大きな市場変化が起きています。当社は、市場において重要な位置を占めている「エ

ネルギー・環境」「労働生産性」「IoT」「新素材」というキーワードを具現化した商品群を取り揃え、

自動車、航空機、電子機器等、活況を呈するドメインを見極め、そこに積極的な事業展開を行なっ

てまいります。 

② 商品力の強化 

当社グループは、技術プラットフォームとなる 8 つのコア技術（匠の加工・組立・測定技術／加
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工機・成形機の設計技術／カスタマイズ技術／材料技術／制御・メカトロ・IoT 技術／摺動と回転

／金型起点の成形加工技術／ナノ加工技術）を基盤として、お客様の成長に貢献できる商品を恒常

的に提供できるよう、技術開発に取り組んでおります。商品開発では常にお客様の視点に立ち、お

客様の期待を超える、魅力ある商品の創造に取り組んでおります。 

③ CSR・コーポレートガバナンスの強化 

当社グループでは、従業員による国や地域ごとの法令の遵守および社会規範・倫理の尊重を謳っ

た「東芝機械グループ行動基準」を平成 4 年度に策定して以来、全従業員一人一人に浸透させるべ

く定期的に教育を実施してまいりました。また、平成 27 年度に東京証券取引所のコーポレートガバ

ナンス・コードの諸原則への対応を通じ、コーポレートガバナンスにおける具体的な実行態勢を実

現しております。このようにして、事業活動におけるコンプライアンス（遵法）および内部統制機

能を強化し、ステークホルダーから高い信頼と評価を得ることができる企業となり、社会的責任を

果たしていくことを推進しております。 

（２）経営方針を具現化するための中期経営計画 

当社グループは、平成 28 年度から新中期経営計画である「TM-PΣ Plan」(Toshiba Machine Profit Σ(シ

グマ) Plan)をスタートさせました。TM-PΣ Plan では、「高収益体質への変革」および「選択と集中」

を基本方針とすることで、「利益ある堅実な成長」を目指してまいります。 

基本方針の実現に向け、次の施策を実施いたします。 

① 先進・拡張商品の提供 

世界の各地域におけるお客様のニーズに 適な商品展開を行なってまいります。業界 先端の技

術を指向する市場に向けては他社の追随を許さない機能を搭載した商品を提供し、一方、商品にコ

ストパフォーマンスを求める市場に向けては、機能・価格がお客様の求めるレベルにベストマッチ

した商品を提供することに注力してまいります。 

  また、搭載技術の汎用化が進んでいる商品につきましては、当該商品の前後工程をシステムとし

て取り込み、生産ラインにおける自動化・省人化の提案を行なってまいります。 

② 市場に合致した商品の展開   

グローバル市場において、当社グループの商品が多くのお客様に求められている地域や市場に対

して経営資源を集中的に配分することで、当社ブランドの浸透度を高めてまいります。 

③ グローバル化の定着 

国内工場をマザー工場と位置づけ、付加価値が高い領域の生産への特化と生産技術・生産効率の

向上を図って利益を追求してまいります。一方、日本、中国、タイ、インドを結び、各地域での調

達情報を一元管理する「グローバル調達ネットワーク」を稼働させ、政治・経済・災害リスクに強

い体制を構築しつつ、コスト競争力のあるモノ作りを行ない、生産規模拡大と高い生産効率を追求

してまいります。 
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３． 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

（１）大量買付ルールの概要 

当社取締役会としては、後記３．（２）に規定する当社株式への買付行為（以下「大量買付行為」と

いいます。）は、以下に定める大量買付ルール（以下「本ルール」といいます。）に従って行なわれる

ことが、株主共同の利益に合致すると考えます。 

本ルールは、当社株式の大量買付行為を行なう者（以下「大量買付者」といいます。）が遵守すべき

手続を明確にし、大量買付行為は、事前に大量買付者から当社取締役会に対して必要かつ十分な情報

が提供され、当社取締役会による一定の検討期間が経過した後に開始されるものとする、というもの

です。 

本ルールは、これにより株主の皆様に適切なご判断をいただくために必要かつ十分な情報と時間を

確保するとともに、大量買付者との交渉の機会を確保し、大量買付者が本ルールを遵守しない場合ま

たは大量買付行為によって当社の企業価値および株主共同の利益が毀損される場合には、当社が当該

大量買付行為に対する対抗措置（後記３．（６）に定めるとおり、当該対抗措置の具体的な内容は、そ

の発動時点において適切なものを当社取締役会が決定いたします。以下「対抗措置」と総称いたしま

す。）を発動することにより、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する者によって当社の財務

および事業の方針の決定が支配されることの防止を目的としています。 

（２）大量買付行為 

対象となる買付行為（取引所金融商品市場における買付、公開買付、その他具体的な買付方法の如

何を問いませんが、いずれも、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為および平成 28 年

6 月 24 日開催の定時株主総会における本ルール継続時に、当社が発行者である株券等について、株券

等保有割合または株券等所有割合が既に 20％以上である者が買い増しする行為を除きます。） 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2およびその共同保有者3の株券等保有割合4が 20％以

上となる買付行為 

② 当社が発行者である株券等5について、買付後の株券等所有割合6が 20％以上となる公開買付開始

行為 

（３）大量買付者にかかる情報の提供要請 

大量買付者には、大量買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、株主の皆様のご判断および当社取

締役会の意見形成のために必要な以下に定める事項に関する情報（以下「買付情報」といいます。）お

よび本ルールに従う旨の誓約文言等を記載した書面（意向表明書）を、当社の定める書式により、提

供していただきます。 

＜提供情報の内容＞ 

① 大量買付者およびそのグループの詳細（具体的名称、沿革、資本構成、役員構成、主要業務、主

要株主、グループ組織図、財務内容、直近 3 年間の有価証券報告書またはこれに相当する書面、連

結財務諸表、当社事業と同種の事業についての経験を含みます。） 

② 大量買付行為の目的・方法・内容（買付対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引の仕組み

等、意向表明書において開示された大量買付行為の目的の具体的内容および大量買付の方法の適法

性、買付の実現可能性等を含んだ行為の具体的内容。） 

③ 大量買付行為における当社株券等の買付対価の算定根拠および買付資金の裏づけ（買付資金の提

                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1項に規定する株券等をいう。 
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1項に規定する保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者に含まれる者を含む。 
3 金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。 
4 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4項に規定する株券等保有割合をいう。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1項に規定する株券等をいう。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8項に規定する株券等所有割合をいう。ただし、特別関係者（金融商品取引法第 27 条の 2

第 7項）の株券等所有割合と合計する。 
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供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法を含む資金調達の具体的内容および条件。） 

④ 大量買付行為完了後、大量買付行為に係る大量買付者およびそのグループが当社の経営権を取得

した場合における当社経営方針、経営計画、事業計画、財務政策、資本政策および配当政策、経営

権取得後 3 年間の経営・財務諸表の目標数値およびその算出根拠ならびに役員候補者およびその略

歴 

⑤ 当社のお客様・取引先・従業員・地域関係者等当社の利害関係者との関係について、大量買付行

為完了後に予定する処遇の変更の有無およびその内容 

⑥ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する事項 

なお、提供された情報だけでは株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のため

に不足していると考えられる場合、適宜合理的な期限を定めたうえで、株主の皆様のご判断および

当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な買付情報を追加的に求めることがあります。

この場合、大量買付者においては、当該期限までに、かかる情報を当社取締役会に提供していただ

きます。 

また、当社取締役会は、大量買付者によって、株主の皆様のご判断および当社取締役会としての

意見形成のために必要かつ十分な買付情報が提供されたと判断した場合には、後記３．（５）に定め

る独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）に諮問のうえ、その旨を大量買付者に通知（以下

「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を株主の皆様に開示いたします。 

（４）買付内容の検討 

当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行なった後 60 営業日7を、当社取締役会に

よる大量買付者からの提供情報の評価および検討、大量買付者との交渉、大量買付行為に関する意見

形成、株主の皆様に対する代替案立案のための期間（以下「取締役会検討期間」といいます。）として

与えられるべきものと考えます。 

ただし、当社取締役会は、大量買付行為の目的・方法・内容、大量買付行為完了後における当社経

営方針・事業計画等の評価に特別に時間を要すると認められるときは、 大 90 営業日まで取締役会検

討期間を延長できるものとし、この場合、当社取締役会は、延長される日数を大量買付者に通知する

とともに、直ちに株主の皆様に開示いたします。 

したがって、大量買付行為は、取締役会検討期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

当社取締役会は、取締役会検討期間内において、外部専門家等の意見をききながら、提供された情

報を十分に評価・検討し、当該大量買付行為または当該大量買付者の提案に係る経営方針等に関して、

独立委員会の勧告を 大限尊重し、対抗措置の発動の是非について決定いたします。 

また、当社取締役会は、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について

交渉または協議を行ない、独立委員会に諮問のうえ、当社取締役会として株主の皆様に対し当社の経

営方針等についての代替案を提示することもあります。 

（５）独立委員会の設置・勧告等 

当社は、本ルールの実施にあたり、当社取締役会の判断の客観性および合理性を担保するため、当

社の業務執行を行なう経営陣から独立している者から構成される独立委員会を設置いたしております

（独立委員会規則の概要につきましては、別紙１「独立委員会規則の概要」をご参照ください。）。 

独立委員会の委員は 3 名以上 5 名以下とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執

行を行なう経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者の中から選任します。

なお、独立委員会の委員の氏名および略歴は、別紙２「独立委員会委員の略歴」に記載のとおりです。 

独立委員会は、次の各事項に関し、大量買付行為に対する外部専門家の意見および外部の第三者か

らみずから入手した情報等を参照し、大量買付者から提供された買付情報ならびに買付情報に対する

当社取締役会による評価および検討の結果を勘案して、当社取締役会に対する勧告を行なうものとし

                                                  
7 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1条第 1項各号に掲げる日以外の日をいう。 
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ます。なお、独立委員会は、具体的な対抗措置の発動につき、株主の皆様のご意思を確認することが

適切であると判断した場合には、当社取締役会に対し、後記３．（７）に定める株主意思確認のための

株主総会を招集し、具体的な対抗措置の発動を付議することを勧告することがあります。 

① 大量買付者による本ルールの遵守の有無 

② 大量買付者から提供された買付情報の必要性および十分性 

③ 当社取締役会から経営方針等の代替案が提示される場合には当該代替案の内容の相当性 

④ 対抗措置の発動要件の該当性および具体的な対抗措置の内容の相当性 

⑤ 発動した対抗措置の停止または変更 

⑥ その他当社取締役会が独立委員会に諮問すべきであると判断した事項 

（６）対抗措置の発動 

① 対抗措置の内容 

大量買付者による大量買付行為が後記３．（６）②のいずれかに該当し、当社取締役会が相当と認

めた場合には、当社取締役会は、株主の皆様の共同利益の保護を目的として、独立委員会の勧告を

大限尊重し、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法令および当社定款が定める対抗措置

を発動し、大量買付行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる措置をとるかは、その時点

で も適切と当社取締役会が判断したものを選択します。具体的な対抗措置として、大量買付者等

による権利行使は認められないとの行使条件および当社が大量買付者およびそのグループ以外の者

への当社株式の交付と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項を付した新株予約権の無償割当

てを行なう場合がありますが、その概要は別紙３「新株予約権の無償割当てに関する概要」に記載

のとおりです。 

② 発動の判断基準 

ア 大量買付者が本ルールを遵守しない場合 

大量買付者が本ルールを遵守しない場合には、大量買付行為の内容如何にかかわらず、当社取

締役会は、原則として、独立委員会に諮問のうえ、対抗措置の発動を決定いたします。 

イ 大量買付者が本ルールを遵守した場合 

大量買付者が本ルールを遵守した場合には、当社取締役会が、当該大量買付行為に反対であった

としても、当該買付行為に対する反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得を行なう

可能性はあるものの、原則として対抗措置は発動せず、大量買付者の買付提案等に応じるか否か

は、株主の皆様において、当該買付提案等および当社取締役会が提案する意見および代替案をご

考慮のうえご判断いただくことになります。 

ただし、次に掲げる場合その他大量買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益に著しい

損害をもたらすことが明らかであって、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合

には、当社取締役会は、独立委員会に諮問のうえ、対抗措置の発動を決定いたします。 

（ⅰ）当該大量買付行為の目的が、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株式を

買い占め、その株式につき当社に対して高値で買い取りを要求することにある行為 

（ⅱ）当該大量買付行為の目的が、主として、不動産、動産、知的財産権・ノウハウ・企業秘密、

主要取引先、お客様等を含む当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に大

量買付者の利益を実現することにある行為 

（ⅲ）当該大量買付行為の目的が、主として、当社の資産の全部または重要な一部を大量買付者

やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにある行為 

（ⅳ）当該大量買付行為の目的が、主として、当社の所有する不動産、有価証券等の高額資産等

を売却処分させる等して、その利益をもって一時的な高配当をさせるか、または一時的高配

当による株価の急上昇の機会を狙って株券等の高値売り抜けをすることにある行為 

（ⅴ）反社会的組織、またはその組織が支配・関与する個人・グループによる大量買付行為 

（ⅵ） 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あ
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るいは明確にしないで、公開買付を行なう強圧的二段階買付等、株主の皆様に株式の売却を

事実上強要するおそれのある行為 

（ⅶ）大量買付者による支配権取得および支配権の取得後における当社のお客様、従業員その他

の利害関係者の処遇方針等により、当社の株主の皆様はもとより、当社の企業価値を生み出

すうえで必要不可欠な当社の従業員、取引先、お客様等利害関係者との関係を破壊するおそ

れのある行為 

（ⅷ）買付の条件（対価の価額・種類、買付時期、買付方法の適法性、買付実行の実現可能性）

等が当社の企業価値の本質に鑑み著しく不十分または不適切な買付行為 

③ 発動の判断主体 

当社取締役会は、当該対抗措置の発動に関する決定をするに際して、その判断の公正性を確保す

るために、事前に、独立委員会に対抗措置の発動の適否を諮問します。 

独立委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、外部専門家の助言を受けるなどしながら意見

を取りまとめ、当社取締役会に対して、対抗措置の発動その他の事項についての勧告を行ないます

（なお、独立委員会は、株主総会を招集し株主の皆様のご意思を確認することが適当である旨の勧

告を行なうことがあります。）。 

当社取締役会は、この勧告の内容を株主の皆様に開示したうえで、この勧告を 大限尊重して、

対抗措置の発動を決定します。なお、当社取締役会が独立委員会に諮問して勧告を受けるまでの期

間は、前記３．（４）に定める取締役会検討期間に含まれます。 

④ 発動の手続き 

ア 大量買付者が本ルールを遵守しない場合 

当社取締役会は、大量買付者が本ルールを遵守していない場合、原則として、独立委員会に諮

問のうえ、対抗措置の発動を決定いたします。ただし、大量買付者が本ルールを遵守していない

ことが客観的に明白であり、独立委員会による勧告がなされた後に対抗措置を発動するならば当

社または株主の皆様に著しい不利益が生じることとなる場合には、当社取締役会は、独立委員会

の勧告がなくても、対抗措置を決定することができるものとします。 

イ 大量買付者が本ルールを遵守した場合 

当社取締役会は、大量買付者が本ルールを遵守した場合、原則として対抗措置を発動しないも

のとしますが、独立委員会により、大量買付行為が前記３．（６）②イに定める対抗措置の発動の

要件に該当し、対抗措置を発動することが相当である旨の勧告がなされたときは、その勧告を

大限尊重のうえ、原則として対抗措置の発動を決定するものとします。ただし、その場合でも、

当社取締役会が、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上という観点から対抗措置を

発動することが相当でないと判断した場合は、対抗措置を発動しないことがあります。 

また、当社取締役会は、いったん対抗措置の発動を決定した後または発動後においても、大量

買付者が大量買付行為を撤回した場合、または独立委員会の勧告の前提となった事実関係等に変

動が生じた等の事情により、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、

独立委員会に対して対抗措置の停止または変更を諮問したうえで、対抗措置の停止または変更を

行なうことがあります。具体的には、例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施す

る場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大量買付者が大量買付行為の

撤回または変更を行なう等、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、

当該新株予約権の効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権

の無償割当ての効力発生後においては、権利行使期間開始日の前日までの間は、当社が新株予約

権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。このような

対抗措置の停止または変更を行なう場合には、当社取締役会は、独立委員会が必要と認める事項

とともに、速やかにその旨を株主の皆様に開示いたします。 
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（７）株主意思確認のための株主総会 

当社取締役会は、独立委員会から、株主総会を招集し対抗措置の発動に係る株主の皆様のご意思を

確認することが適当であるとの勧告があり、当社取締役会としても、株主総会を招集して株主の皆様

のご意思を確認することが適切であると判断した場合には、具体的な対抗措置を決定したうえで、直

ちにその旨を公表し、速やかに株主意思の確認のための株主総会を招集して、対抗措置の発動に関す

る議案を付議します（ただし、実務上の手続等を勘案して、既に開催することが予定されている株主

総会において付議することが、より迅速かつ適切であると判断する場合には、当該株主総会において

議案を付議します。）。 

（８）有効期間ならびに廃止および変更 

本ルールの有効期間は、平成 28 年 3 月期の定時株主総会におけるご承認を得たうえで当該定時株主

総会の終結時から平成 31 年 3 月期の定時株主総会の終結時までの 3年間としております。本ルールの

有効期間満了前であっても、当社取締役会の決議により、本ルールを廃止することができます。 

また、法令改正の動向等を踏まえ、有効期間中に定時株主総会で承認いただいた趣旨に反しない範

囲内で、本ルールの変更等を行なうことがあります。 

（９）当社株主・投資家の皆様に与える影響等 

大量買付者が本ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、当社および株主共同の利益を守る

ことを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置を講じること

があります。ただし、当該対抗措置の仕組上、対抗措置の発動によって、株主の皆様（大量買付者お

よびそのグループを除く。）が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定しておりません。当社取

締役会が対抗措置をとることを決定した場合には、法令および金融商品取引所の定める規則に従って、

適時適切な開示を行ないます。 

なお、新株予約権の無償割当てを行なう場合、本新株予約権の無償割当てに係る基準日を公告し、

当該基準日における株主の皆様に当然に新株予約権が無償で割り当てられますので、申込みの手続等

は不要ですが、名義書換未了の株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行なっ

ていただく必要があります（証券保管振替機構ご利用の株主様は、名義書換手続は不要です。）。 

   また、当社は、前記３．（６）④イに定めるように、当社取締役会の判断により、新株予約権の無償

割当て等の対抗措置の停止または変更を行なうことがありますが、このような場合には、当社の株式

１株当たりの価値の希釈化は生じませんので、希釈化が生じることを想定して当社株式の売買を行な

った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

      

４． 本ルールが会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同利益を損なうものでないこと、当

社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由 

（１）対応方針が基本方針に沿うものであること 

本ルールは、基本方針に記載のとおり、大量買付者をして株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情

報を提供せしめること、さらに、大量買付者の提案する経営方針等が当社の企業価値に与える影響を

当社取締役会が評価・検討して株主の皆様にご判断いただく際の参考として提供すること、場合によ

っては、当社取締役会が大量買付行為または当社の経営方針等に関して大量買付者と交渉または協議

を行ない、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示すること、さらに

は本ルールが遵守されている場合であっても、大量買付者の大量買付行為が当社の企業価値または株

主共同の利益に著しい損害をもたらすことが明らかであって、かつ、対抗措置を発動することが相当

と認められる場合には大量買付者に対して適切な対抗措置を講じること等を可能とすることにより、

当社の企業価値および株主共同の利益を維持し、向上させるための枠組みであり、当社の基本方針に

沿うものです。 
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（２）本ルールが株主共同の利益を損なうものではないこと 

当社は、以下の理由から、本ルールは、株主共同の利益を損なうものではないと考えております。 

① 企業価値および株主共同の利益の維持または向上の目的 

本ルールは、株主の皆様をして大量買付行為に応じるか否かについての適切なご判断を可能なら 

しめ、かつ、当社の企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大量買付 

者が従うべきルールならびに当社が発動できる対抗措置の要件および内容をあらかじめ設定するも 

のであり、当社の企業価値および株主共同の利益の維持または向上を目的とするものです。 

また、本ルールの内容ならびに対抗措置の内容および発動要件は、当社の企業価値および株主共 

同の利益の維持または向上という目的に照らして合理的であり、当社の企業価値および株主共同の 

利益の維持または向上に資するような大量買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。 

② 事前開示 

本ルールの内容ならびに対抗措置の内容および発動要件はいずれも具体的かつ明確に示したとこ 

ろであり、株主の皆様、投資家および大量買付者にとって十分な予見可能性を与えるものであると 

考えます。 

③ 株主意思の反映 

「有効期間ならびに廃止および変更」（前記３．（８））において定めたとおり、本ルールは、 

当社定時株主総会のご承認を得ることにより、株主の皆様のご意思を確認いたしております。 

また、当社は、定款において全取締役の任期を 1年としており、取締役は、毎年 6月の定時株主 

総会で選任される体制にあります。したがって、株主の皆様が望めば、取締役を交代させることに 

より本ルールを廃止することができ、株主の皆様のご意思を反映することが可能です。 

対抗措置の発動の手続としては、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を 大限尊重する 

とともに、株主総会を招集して株主の皆様のご意思を確認することが適切であると判断される場合

には、株主総会を招集して対抗措置の発動に関する議案を付議し、株主の皆様のご意思を確認する

こととしております。 

（３）本ルールが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由から、本ルールは当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えてお

ります。 

① 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

本ルールにおいては、対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動 

の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除してお

ります。 

また、本ルールにおいては、当社取締役会は、大量買付者からの買付提案への評価・検討の際に 

外部専門家に適宜諮問し助言を受けます。そして、対抗措置の発動の手続としては、当社取締役会

から独立した独立委員会の勧告を 大限尊重するとともに、必要に応じて株主の皆様のご意思を確

認するための株主総会を開催し株主の皆様のご意思を確認するものとし、当社取締役会の恣意的な

判断を排除しております。 

したがって、本ルールにおいては、当社取締役会が対抗措置の発動を決定するにあたり、その判 

 断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。 

② 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本ルールは、経済産業省および法務省が平成 17 年 5 月 27 日に公表した「企業価値・株主共同の 

利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（(a)企業価値・株主共同

の利益の確保・向上の原則、(b)事前開示・株主意思の原則、(c)必要性・相当性確保の原則）を完全

に充足しています。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成 20 年 6 月 30 日に公表した「近時の諸環境 

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務、議論を踏まえた内容と

なっており、合理性を有するものです。 

以 上 
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別紙１ 

独立委員会規則の概要 

 

１． 独立委員会（以下「委員会」という。）は、当社の定める大量買付ルール（以下「本ルール」という。）

における当社取締役会の判断の客観性および合理性を担保することを目的として、当社取締役会の決

議により設置される。 

２． 委員会の委員（以下「委員」という。）は 3名以上 5名以下とし、当社の業務執行を行なう経営陣から

独立した、社外取締役、社外監査役または社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、

公認会計士、学識経験者またはこれらに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会

の決議に基づき選任される。 

なお、当社は委員との間で、秘密保持義務に関する規定を含む委任契約を締結する。 

３． 委員の任期は、選任のときから 3 年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会

の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

４． 委員会は、当社代表取締役または各委員が招集する。 

５． 委員会は、次の事項について、委員会として評価・検討のうえ決定を行ない、その決定の内容を、そ

の理由を付して当社取締役会に勧告する。 

(１) 大量買付者による本ルールの遵守の有無 

(２) 大量買付者から提供された買付情報の必要性および十分性 

(３) 当社取締役会から経営方針等の代替案が提示される場合には当該代替案の内容の相当性 

(４) 対抗措置の発動要件の該当性および具体的な対抗措置の内容の相当性 

(５) 対抗措置の発動に関して株主総会を招集して株主の意思を確認することの適否 

(６) 発動した対抗措置の停止または変更 

(７) その他当社取締役会が独立委員会に諮問すべきであると判断した事項 

６． 委員会は、当社取締役、監査役または従業員その他必要と認める者を出席させ、委員会が求める事項

に関する意見または説明を求めることができる。 

７． 委員会は、その職務の遂行にあたり必要に応じ、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営陣から

独立した外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含む。）から助言を得ることができる。 

８． 委員会の勧告内容の決定は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行なう。ただ

し、委員に事故があるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員会の委員の過半数が出席し、

その過半数をもってこれを行なう。 

以 上 
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別紙２ 

独立委員会委員の略歴（五十音順） 

 

１．秋 山   寬（あきやま かん） 

昭和１８年 ７月２１日生まれ 

昭和４２年 ４月    湯浅電池株式会社（現、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション） 

            入社 

平成１１年 ６月    同社取締役 

平成１３年 ６月    同社常務取締役 

平成１７年 ６月    同社専務執行役員 

平成１７年１０月    株式会社ジーエス・ユアサ マニュファクチュアリング代表取締役社長 

平成１８年 ６月    株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション代表取締役会長 

平成２１年 ６月    同社相談役 

平成２２年 ６月    当社独立委員会委員（現任） 

平成２５年 ６月    当社社外取締役（現任） 

２．小 倉 良 弘（おぐら よしひろ） 

昭和２０年１２月 ８日生まれ 

昭和４８年 ４月    弁護士登録（第二東京弁護士会）、新家猛法律事務所入所 

昭和５７年 ４月    小倉・田中法律事務所（現、ひびき法律事務所）設立（現任） 

平成 ６年 ６月    東京航空計器株式会社社外監査役 

平成２１年 ６月    日鐵商事株式会社（現、日鉄住金物産株式会社）社外監査役（現任） 

平成２２年 ６月    当社独立委員会委員（現任） 

平成２５年 ６月    当社社外取締役（現任） 

３．寺 本   哲（てらもと さとし） 

昭和１６年 ６月２９日生まれ 

昭和４１年 ２月    宮坂公認会計士事務所入所 

昭和４４年 ３月    監査法人第一監査事務所設立入所 

昭和６１年 １月    センチュリー監査法人代表社員就任 

平成１２年 ４月    監査法人太田昭和センチュリー代表社員就任 

平成１４年 ５月    新日本監査法人（現、新日本有限責任監査法人）副理事長就任 

平成１８年 ５月    同法人副理事長任期満了退任 

平成１９年 ６月    定年により、同法人脱退 

平成２２年 ６月    住友林業株式会社社外監査役（現任） 

平成２２年 ６月    当社独立委員会委員（現任） 

 

当社は、東京証券取引所に対して、秋山寬、小倉良弘の二氏を独立役員として届け出ております。また、

上記三氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

以 上 
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別紙３ 

新株予約権の無償割当てに関する概要 

 

１． 新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件 

当社取締役会で別途定める基準日における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（た 

だし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てを行ないま 

す。 

２． 新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の 

数（以下「対象株式数」といいます。）は１株とします。 

３． 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で当社取締役会が定める額とします。 

４． 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとします。 

５． 新株予約権の行使条件 

大量買付者、大量買付者の共同保有者、大量買付者の特別関係者、これらの者から新株予約権を当社 

取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者（当社の株券等を取得または保有することが 

株主全体の利益に反しないと当社取締役会が認めたものを除く。）等（以下「非適格者」といいます。） 

に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件として定めることがあります。詳細については、当社 

取締役会において別途定めます。 

６． 当社による新株予約権の取得 

対抗措置の発動を停止した場合など当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が 

認める場合には、当社は、新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、全ての新株予約権を 

無償で取得することができます。 

  当社は、当社取締役会が別途定める日（以下「指定日」といいます。）において、非適格者以外の者が 

有する新株予約権のうち指定日の前営業日までに未行使の新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、 

新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。 

７． 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、取得条項の詳細その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定める 

ものとします。 

 

以 上 
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別紙４ 

大株主の状況 

 

平成２８年３月３１日現在の当社の大株主の状況は次のとおりです。 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

株 式 会 社 東 芝 33,545千株 22.07％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,545    4.31   

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE IEDU UCITS 

CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 
6,166    4.06   

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,213    2.77   

G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L 3,865    2.54   

株 式 会 社 静 岡 銀 行 2,980    1.96   

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,682    1.76   

T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K  1 3 3 5 2 2 2,620    1.72   

C B N Y － G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 2,613    1.72   

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 2,603    1.71   

（注）1．当社は、自己株式を14,864,402株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 

 

 

以 上 

 

 


